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応援します、頑張るあなたの新職場!!



産業雇用安定センターについて
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プラザ合意に伴う円高不況の進行により、大量の余剰人員が生まれ雇用不安が高まっていた時代、１９８７年（昭和６２年）

３月に当時の労働省、日経連、産業団体※などが協力して失業なき労働移動を支援する公的機関 と して

設立されました。

以来、厚生労働省、経済・産業団体や連合（労働組合）などとの密接な連携のもとに、本部と全国４７都道府県の地方事務

所の連携による全国的なネットワークにより出向・移籍の支援事業に取り組んでいます。

主な事業は、人材を送り出す企業と人材を受け入れる企業との間に立って、 情報提供・相談等の支援を行い、出向・移籍

の成立に結び付ける「人材の橋渡し」の業務を で実施しています。無料

雇用調整等のニーズのある 企業様（送出）と 雇い入れご希望の企業様（受入）との間で

人材マッチングサービスを提供しています。

１ ２

送出 受入

２１

※ 基本財産出捐団体

一般社団法人 日本造船工業会
一般社団法人日本鉄鋼連盟
電気事業連合会
一般社団法人 全国銀行協会
一般社団法人 日本自動車工業会
一般社団法人 日本電機工業会
一般社団法人 セメント協会
日本化学繊維協会
日本製紙連合会
日本石炭協会
日本紡績協会
一般社団法人 日本民営鉄道協会
一般社団法人 日本船主協会



一目でわかる産業雇用安定センター

厚生労働省と
経済産業団体が協力

雇用の
セーフティ
ネット

として設立した

公的機関

約24万人

再就職・出向の実績
幅広い業種の企業出身者

が担当

約500人
のコンサルタント

質の高い求人情報

企業訪問
による

求人開拓

地域ネットワークによる
多様な求人

企業様・個人の方の
再就職・出向にかかる費用

UIJターン
対応 無料

全国47都道府県事務所
のネットワーク
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専任コンサルタントが
寄り添ってサポート

マンツーマン
対応

地元企業
公的機関
からの独自求人
多数あり
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出向・移籍の実績の推移

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
出向成立 3,315 2,361 2,220 2,024 2,073 1,678 1,240 3,061 5,611 2,413

移籍成立 6,109 6,134 6,339 6,157 6,533 6,963 8,177 8,109 8,349 5,664

成立合計 9,424 8,495 8,559 8,181 8,606 8,641 9,417 11,170 13,960 8,077

受入情報 53,360 58,753 70,167 76,253 99,165 104,732 111,421 106,727 140,403 131,550

送出情報 14,326 14,137 13,963 13,453 12,906 13,853 15,675 19,489 19,454 12,288



在籍型出向支援のプロセスの概要

送出企業： 在籍型出向を活用し、一時的に社員を出向させて雇用維持を図りたい企業

産
業
雇
用
安
定
セ
ン
タ
ー

在籍型出向支援等協議会

受入企業： 在籍型出向を活用して、一時的に人材を確保したい企業

送出情報の収集

受入情報の収集

事業所訪問により具
体的な送出情報・受
入情報を収集

マッチング

送出企業と受入企業との
間で、出向に係る諸条件
について事前に話し合い
の場を設定。

（助成金の周知と活用勧奨）

マッチング

✓ 出向期間や出向期間中の賃金・労働
時間等の労働条件等の明示

✓ 出向対象労働者の選定・募集
✓ 出向対象労働者の同意や労働組合と

の合意
✓ 就業規則等に出向規定を整備 など

出向元企業の人事労務担
当者、出向対象労働者や
労働組合に、受入企業の
職場や職務内容、勤務時
間の実態などの職場見学
を場を設定

職場見学

STEＰ３：職場見学
出
向
契
約
の
締
結

STEＰ４

出
向
の
開
始

✓ 出向期間や職務内容の規定
✓ 賃金負担などの取り決め
✓ 勤務時間や時間外労働など

労働条件の明確化
✓ 社会保険等の取扱い など

STEＰ５

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

STEＰ６
労使団体、金融機関、社労
士会、労働局ほか行政機関
など

STEP１：情報収集
STEP２：企業間面談

出
向
元
企
業
や
産
雇
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
継
続
的
な
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

【社内手続】
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2019年度 135 130 101 89 52 158 80 68 99 86 101 141

2020年度 79 90 107 67 114 171 126 283 498 344 503 679

2021年度 475 618 682 611 390 521 441 391 419 315 258 490

2022年度 388 278 267 246 250 333 141 177 227 106
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在籍型出向の月別成立数の推移（2019年度～2022年度）
（人）

0６

2022年度計 2,413人
(4～1月)

注）2022年度の各月の数字は速報値であり、今後修正する場合がある。



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

受入情報
72 372 239 350 181 384 381 1,234 980 736 1,296 1,967 1,614 1,322 2,320 1,648 1,404 1,805 957 996 1,801 1,319 1,929 914 624 1,268 1,111 1,778 550 1,124 742 1,073 1,047 308

送出情報
95 82 135 58 135 204 165 322 501 367 535 828 503 587 847 512 405 509 469 448 437 277 304 522 339 311 293 237 259 314 196 249 209 82

成立数
79 90 107 67 114 171 126 283 498 344 503 679 475 618 682 611 390 521 441 391 419 315 258 490 388 278 267 246 250 333 141 177 227 106
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受入情報

送出情報

成立数

注）2022年度の各月の数字は速報値であり、今後修正する場合がある。

2022年度

在籍型出向 2020年度計 2021年度計
2022年度計
(4～1月)

受入情報
8,192 18,029 9,625

送出情報
3,427 5,820 2,489

成立数
3,061 5,611 2,413



○ 2022年4月～2023年1月の出向成立数は2,413人（前年度通期は5,611人）
○ 送出業種で多いのは、Ｅ製造業で1,078人、Ｈ運輸・郵便業で763人、次いで、N生活関連サービス業,娯楽業で166人
○ 受入業種で最も多いのは、Ｅ製造業で1,176人、次いでＲサービス業（他に分類されないもの）で342人、Ｉ卸売・小売業261人
○ 異なる業種間で成立した割合は、59.2％（前年度通期は69.9％）

0８

在籍型出向に係る業種間の成立状況 （2022年4月～2023年1月）
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N 生活関連サービス業，娯楽業

O 教育，学習支援業

P 医療，福祉

Q 複合サービス事業
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在籍型出向を活用した雇用維持の具体例

送り出し企業の業態 送り出しの理由 受入れ企業の業態 受入れの理由
出向者
数

事例１ 化学製品製造業

本社全体の人件費圧縮が課題。定年が近い管理職Ａ氏について
グループ企業内で出向先を探したが賃金水準が合わない。本人
は税理士資格を有し英語能力も高く、その能力を活かしたいと
の意向があったので、産雇センターに出向先を探してもらうこ
ととした。

会計事務所

これまで産雇センターに経理・財務・税務のプレーイングマ
ネージャーの求人を出しており、数人の紹介を受けたが期待
するレベルではなかった。出向でもよいので高度な専門性を
有す方をお願いした。出向期間は12か月。

1

事例２ 鉄道業
コロナ禍で運行本数を減らしていることから車両運転士の雇用
過剰が続いている。産雇センターに出向受入先の候補を提示し
てもらい、社内で出向者を公募した。

医療機関

（耳鼻咽喉科クリニック）

昨年来、産雇センターに受付・医療事務について、求人だけ
でなく、出向受入についても相談をしてきたがなかなか決ま
らなかった。今回、鉄道業からの出向を打診されたので受け
入れたい。出向期間は12か月。

1

事例３ 発電・変電用機械製造業
現在の事業をグローバル展開に移行するため構造改革を余儀な
くされており、余剰人員が生じている。取り急ぎ50歳前後の2
人の従業員の技術が活かせるような出向先を見つけてほしい。

有機化学工業製品製造業

（ベンチャー企業）

木材チップから抽出した材料から新素材を製造するスタート
アップ企業である。今秋に実証プラントが稼働するので、
2つの製造工程のリーダーとして生産工程の経験豊富な方を
2人出向として受け入れたい。出向期間は12か月。

2

事例４ 旅行業

法人・団体向けの航空券の手配や、海外渡航のサポートなどの
事業を行っている。国内旅行は回復しつつあるが、海外旅行の
回復にはまだ時間がかかりそう。能力が高く経験の豊富な従業
員の出向先を探してもらいたい。

運輸に附帯するサービス業

船舶・航空貨物輸送や在庫管理、流通加工など一連のロジス
ティクスを事業展開している。国際的な物流が一部で活況と
なっており、税関との折衝や貨物検査の立会い、その他通関
関連事務を強化する必要があり、出向でも良いので受け入れ
たい。出向期間は6か月。

1

事例５
酒類製造業

（日本酒醸造業）

日本酒を醸造している。コロナ禍で海外で人気が高い日本酒の
輸出に影響は生じているが、将来的に酒米の栽培も視野に入れ
ているので、米作りを行っている法人があれば若手従業員に出
向により技術習得をさせたい。取引金融機関と一緒に産雇セン
ターが訪問してくれて、出向と助成金について説明を受けた。

農業法人

（耕種農業）

水稲、大豆など生産・出荷を行っている。大型農業機械を導
入しスマート農業により生産性向上を図ることにより、従業
員には週休二日制をはじめ、大型特殊車両の資格取得を支援
するなど労務管理を行っている。労働局と産雇センターが同
行訪問してくれて出向と助成金の活用について説明を受けた。
出向期間は４か月。

1

事例６ 有機化学製品製造業

専門的な塗料の製造や高度な塗装の研究・研修を行っている。
業況は好調で従業員を出向させる余裕はないのだが、産雇セン
ターから当社の取引先企業への出向送出を提案されたので、短
期間で良いのであれば同社に協力するという趣旨でハイレベル
な塗装技術者を出向させることとした。

自動車製造業

カーボンニュートラルの方向性を見据え、ＥＶ車の生産ライ
ンを増設したが、高度な技術を有する熟練塗装工が不足して
いる。若手従業員の教育指導も含めて、取引先企業の中から
出向として来てもらえないか産雇センターにあっせんを依頼
した。出向期間は1か月。

2

事例７ 電気機械器具製造業

コロナ禍の影響もあり構造改革を進めており、雇用維持を図る
ため。在籍型出向を活用したい。男性社員の場合は比較的容易
に出向先は見つかるが、女性社員が働きやすい出向先がなかな
か見つからないので、産雇センターに探してもらうことにした。

陸上貨物運送業

先端医療・医薬品の超低温輸送の拠点を新たに整備したが、
営業サポートのために必要な人材が確保できていない。女性
経営者の下で女性も働きやすい環境整備をしているので、
男女問わず出向として受け入れたい。出向期間は6か月。

2
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人材育成型出向等支援の概要

産業雇用安定センターでは、雇用調整型の出向支援のほか、
① 人材育成や企業間交流を目的とした出向（人材育成・交流型出向）
② 労働者の自発的なキャリアのステップアップを目的とする出向（キャリア・ステップアップ型出向）
に係る支援を行っています。

① 人材育成・交流型

① 従業員の能力開発や人材育成、特に高度人材の
育成により企業力の強化を図る。

② 人材交流を目的とした取組みにより、企業間の
連携強化、新分野への展開のための基盤整備、組
織の活性化等を図る。

② キャリア・ステップアップ型

① 従業員自らのキャリア・ステップアップへの主
体的な挑戦を企業として後押しする。

② 従業員自身のキャリアパスやライフプランに合
わせた職域拡大、ＵＩＪターン等を支援する。

出向期間終了後は、元の企業に復帰
出向期間終了後は、元の企業に復帰
または出向先企業へ移籍

人材育成型出向等支援

１０



マンガでわかる！ 在籍型出向

初めて在籍型出向の活用を検討する事業主とその従業員の方に、まずは在籍型出向の枠組みの
概要や実際の事例を理解していただくために、冊子「マンガでわかる！在籍型出向」を配付し説明
しており、センターや厚生労働省のＨＰでも提供しています。

1１（全24ページより抜粋）



管理的職業

１５４人

（6.5％）
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１．キャリア人材バンクによる再就職数の推移

（人）

２．キャリア人材バンクによる再就職者の受入職種（2021年度）

■ 産業雇用安定センターは、全国の地方事務所で｢キャリア人材バンク」を展開しています。

■「キャリア人材バンク」は、働く意欲と能力があり、経験が豊富な６０歳以上の方が、年齢にかかわりなく
生涯現役として働くことができるよう、再就職をサポートします。

■ 企業を定年退職される方や、継続雇用期間（雇用確保措置）が終了する方、６０歳以上で離職後１年以内の
方などの再就職を支援します。



マンガでわかる！ キャリア人材バンク

■ 産業雇用安定センターでは、 企業からの支援依頼を受けて、60歳以上の方で、定年やその後の継続雇用期間の終
了などにより退職される方の再就職の支援を行っています。

■ 能力が高く経験の豊富な高齢の従業員の方が離職される場合には、全国のセンター地方事務所のキャリア人材バン
クにご相談ください。

１３



関係機関・団体との連携・協力の具体的事例
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京都市（地域企業「担い手交流」チャレン
ジプログラム

・京都市と産雇センター本部の間で協定締結

・地域企業などの社員が企業の枠を超えて、
様々な仕事に挑戦できる仕組みを構築。

・在籍出向を活用し、多様な形での人材交流
を通じ、地域企業が相互に刺激を与え、経営
課題の解決・人材育成に取り組めるよう支
援。

福井県（ジョブシェアリング促進事業）
・2020年10月から、福井県がコロナの影響
等を受ける企業の雇用サポートとして「ジョ
ブシェアリング促進事業」を立ち上げ、福井
県雇用シェア促進協議会を設置。
・福井県と産雇センター福井事務所の間で
連携協定を締結。
・労働力過剰企業および労働力不足企業
の需給ニーズ等の企業情報の提供を相互
に行い、出向等のマッチングを促進。

愛知県経営者協会
・2019年４月より、愛知県経営者協会
と産雇センター愛知事務所にて以下
の連携強化を実施。

①産雇センターの人材送出・受入情報
を愛知経営者協会会員企業へ発
送、実績情報の周知ＰＲ

②愛知県経営者協会会員企業向け説
明会の開催

③産雇センターと経営者協会の既存研
修等の後援、共催

④愛知県経営者協会会員企業向け相
談窓口の設置

・愛知県経営者協会が会員企業から送
出・受入情報を聞き取り、産雇セン
ター愛知事務所へ取り次ぎ。

札幌商工会議所

・2020年11月16日より、札幌商工会議所と
産雇センター北海道事務所が在籍型出向制
度を活用した出向支援を実施。

・札幌商工会議所・産雇センター北海道事務所
で受入企業、送出企業の相談募集。

・相談内容は、札幌商工会議所（申込フォー
ム）で受け付け、相談内容に応じて産雇セン
ター北海道事務所へ支援依頼。

・契約サポート、担当者同士の面談・マッチングの
セッティングなどマッチングに向けて支援。

UAゼンセン

・UAゼンセン本部と産雇センター本部間で2020
年9月に連携協定を締結。
・これにより、全国のUAゼンセン支部と産雇セン
ター地方事務所間で、出向・移籍に関する情
報共有を強化し、円滑なマッチングに繋げる。

政府系金融機関（近畿地区）

・2021年3月、財務省近畿財務局の仲介
により、近畿地区の日本政策金融公庫と
産雇センターが連携協定を締結。

・顧客企業に対して産雇センターの周知ＰＲ
や、同行訪問による人材受入・送出の課題
に対する支援を実施。

・農業分野の人材確保についてオンラインセミ
ナーを10月より配信予定。

M銀行
・M銀行が各支店で取引先企業の雇用過
不足の人材ニーズを把握し、本店にて人
材ニーズ情報を集約。

・支援が必要と判断された人材ニーズ情報
を産雇センター本部に提供（トスアッ
プ）。（2020年10月連携協定締結）
・産雇センター本部から地方事務所へ出向
あっせん支援指示。地方事務所は、同銀
行支店と連携しながらマッチングを行う。

◆ 金融機関
◆ 地方自治体

◆ 労使団体

連携協定の締結状況
～2023年2月2日現在～

金融機関 60
経済団体 16
労働組合 3
行政機関 11
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日本経済団体連合会
「雇用保険制度見直しに関する提言」
（2019年9月17日）より抜粋

３．雇用保険の制度設計に関する考え方

（１）高齢者の雇用・就業機会確保に向けて

②70歳までの就業機会確保に向けた対応

「政府は、骨太方針 2019 等において、70 歳までの就業機

会確保ための仕組みの実現に向け、多様な選択肢を示した上で、

企業の努力規定とする法案提出を図る方針を示している。(中略)

政策的な支援のひとつして、雇用保険二事業の効果的活用を期

待したい。多様な高齢者の就労ニーズに対応するため、企業におけ

る高齢者の就業環境の改善を促す助成金の拡充とともに、就業

機会の様々な選択肢が実際活用されるよう、国・地方自治体・公

的機関のキャリア支援サービスやマッチング機能の充実・強化が不

可欠である。たとえば、ハローワークにおける高齢者向けの就労支

援、地方自治体等が提供する独自のサービス、産業雇用安定

センターの機能を充実し、就業機会の拡大、マッチング機

能の強化を図るべきである。

日本商工会議所
東京商工会議所

「多様な人材の活躍に関する重点要望」
（2022年10月21日）より抜粋

３．高齢者の活躍推進

（１）企業と高齢者とのマッチング機能の強化・拡充

厚生労働省の調査によると、2021 年 6 月１日時点で 66 歳以上

も働くことができる制度のある企業の割合は、大企業の 34.1%に対して

中小企業は 38.7%となっており、中小企業は深刻な人手不足もあっ

て、高齢者の雇用に関して比較的積極的であると言える。 (中略)

政府は「高齢者の活躍推進」と「中小企業の経営課題の解決」の両

方を目的に、大企業等のOB人材と中小企業をマッチングする全国的な

事業を創設されたい。あわせて、ハローワークの生涯現役支援窓口や

産業雇用安定センター、シルバー人材センターの機能強化・拡充等を

通じて、企業側の雇用ニーズの掘り起しを進めるべきである。 (中略)

[具体的要望項目]

○ハローワークの生涯現役支援窓口や産業雇用安定センター、シル

バー人材センターの機能強化・拡充による、企業側の雇用ニーズの

掘り起し

経済団体の提言・要望におけるセンターへの期待
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公益財団法人
産業雇用安定センター
香川事務所

電話番号 087-802-6355
住所 760-0054
高松市常磐町1-3-1 瓦町FLAG９階

担当事務所のご案内

交通アクセス

●ことでん琴平線・長尾線・志度線「瓦町駅」より直結
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